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。

商
工
会
議
所
が
行
う
事
業
な

の
で
、
商
工
会
議
所
の
会
員
に
な

る
の
が
条
件
と
な
っ
て
い
る
。

商
工
会
議
所
の
会
員
が
少
な

く
な
っ
て
お
り
、
市
が
助
成
制
度

を
つ
く
っ
て
、
会
員
で
な
い
事
業

者
に
も
幅
広
く
助
成
を
す
る
べ
き

で
は
な
い
か
。

技
術
は
あ
る
が
店
舗
運
営
等

の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
持
た
な
い
事
業
者

は
多
い
が
、
商
工
会
議
所
は
経
営

の
ノ
ウ
ハ
ウ
や
専
門
知
識
を
持
ち

適
切
な
審
査
や
ア
ド
バ
イ
ス
が
で

き
る
の
で
、
商
工
会
議
所
が
行
う

事
業
に
対
し
て
補
助
を
出
す
形
で

や
っ
て
い
る
。
補
助
が
切
れ
た
ら

す
ぐ
閉
店
す
る
よ
う
な
こ
と
が
な

い
よ
う
に
、
多
角
的
に
ア
ド
バ
イ

ス
や
見
守
り
が
な
さ
れ
る
が
、
こ

れ
ら
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
市
職
員
が
持

つ
の
は
難
し
い
の
で
、
商
工
会
議

所
に
依
頼
し
て
い
る
。

閉
ま
っ
て
い
る
店
舗
が
増
え

て
い
る
商
店
街
の
に
ぎ
わ
い
創
出

支
援
と
し
て
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
シ
ョ

ッ
プ
の
活
用
や
新
規
創
業
者
育
成

な
ど
の
取
り
組
み
は
で
き
な
い
か
。

空
き
店
舗
対
策
事
業
は
、
全

国
的
に
は
シ
ャ
ッ
タ
ー
商
店
街
等

の
活
性
化
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
が
多
い
が
、
本
市
は
リ
ニ
ュ

ー
ア
ル
で
は
な
く
、
空
き
店
舗
を

流
動
化
し
て
、
違
う
方
が
そ
こ
に

入
る
と
い
う
制
度
で
や
っ
て
い
る
。

消

防

団

現
在
の
橿
原
市
消
防
団
員
の

定
数
、
団
員
数
は
。

本
年
４
月
１
日
現
在
、
定
数

２
５
９
名
、
団
員
数
２
３
８
名
で

あ
る
。
１
～
９
分
団
が
２５
名
、
１０

分
団
（
女
性
分
団
）
が
３０
名
で
あ

る
。

阪
神
・
淡
路
大
震
災
後
に
１

分
団
５
名
ず
つ
増
員
し
た
と
き
は
、

各
自
治
会
に
市
が
増
員
の
要
請
を

し
た
が
、
今
の
定
数
に
満
た
な
い

状
況
に
つ
い
て
、
自
治
会
に
協
力

の
要
請
は
で
き
な
い
か
。

定
員
２５
名
に
満
た
な
い
分
団

は
７
個
分
団
あ
り
、
神
武
祭
の
パ

レ
ー
ド
等
イ
ベ
ン
ト
で
の
啓
発
活

動
を
さ
れ
て
い
る
。
か
し
は
ら
安

心
パ
ー
ク
や
地
域
で
の
訓
練
で
勧

誘
活
動
も
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
で

入
っ
た
団
員
も
い
る
。
今
後
も
さ

ま
ざ
ま
な
機
会
を
得
て
、
団
員
獲

得
活
動
を
積
極
的
に
行
い
た
い
。

消
防
団
の
運
営
交
付
金
が
各

分
団
に
１５
万
円
出
て
い
る
が
、
橿

原
市
消
防
団
運
営
交
付
金
交
付
要

綱
第
４
条
で
「
分
団
運
営
交
付
金

の
使
途
は
、
消
防
団
の
運
営
活
動

に
係
る
費
用
に
充
て
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。」
と
あ
る
。
か
し
は
ら

安
心
パ
ー
ク
で
は
、
各
分
団
が
輪

番
で
当
番
に
当
た
っ
て
お
り
、
昼

を
越
え
る
と
き
に
は
お
弁
当
を
出

さ
な
い
と
い
け
な
い
。
ま
た
、
火

事
の
現
場
で
５
、
６
時
間
か
か
る

と
き
も
あ
る
。
火
事
は
冬
に
多
い

の
で
、
コ
ー
ヒ
ー
や
お
茶
な
ど
、

温
い
も
の
が
欲
し
い
。
そ
れ
ら
は

食
料
費
と
な
る
が
、
交
付
金
か
ら

は
使
え
る
の
か
。

補
助
金
の
支
出
に
は
、
公
益

性
、
有
効
性
や
透
明
性
が
求
め
ら

れ
る
が
、
食
料
費
は
ど
こ
ま
で
認

め
る
か
大
変
難
し
い
費
目
で
あ
る
。

歳
費
で
報
酬
と
し
て
支
払
っ
た
中

か
ら
食
料
に
当
た
る
部
分
の
支
出

を
お
願
い
し
た
い
と
い
う
の
が
基

本
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
火
災
現

場
等
、
特
殊
な
事
情
は
一
定
の
配

慮
を
す
べ
き
と
思
う
が
、
基
本
的

に
食
料
費
は
ご
く
限
定
的
に
運
用

さ
れ
る
べ
き
と
考
え
て
お
り
、
現

在
、
消
防
団
の
運
営
交
付
金
の
食

料
費
は
飲
み
物
だ
け
と
し
て
い
る
。

平
成
２２
年
１２
月
に
橿
原
市
消
防
団

条
例
を
改
正
し
て
団
員
へ
の
費
用

弁
償
を
新
た
に
創
設
し
、
火
災
や

水
防
へ
の
出
動
や
会
議
等
に
対
し

て
支
出
し
て
い
る
が
、
費
用
弁
償

に
食
料
費
も
含
ま
れ
る
と
解
釈
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

昨
年
１２
月
に
消
防
団
員
の
定

年
が
6５
歳
か
ら
6８
歳
に
延
び
た
が
、

退
職
報
償
金
は
勤
務
年
数
で
５
年

ご
と
に
、
５
年
以
上
１０
年
未
満
、

１０
年
以
上
１５
年
未
満
、
１５
年
以
上

２０
年
未
満
、
２０
年
以
上
２５
年
未
満
、

２５
年
以
上
３０
年
未
満
、
３０
年
以
上

と
区
分
さ
れ
て
い
る
。
仮
に
２０
歳

か
ら
6８
歳
の
定
年
ま
で
４８
年
務
め

て
も
、
３０
年
以
上
で
退
職
金
は
変

わ
ら
な
い
が
、
長
く
頑
張
っ
て
き

た
人
を
大
事
に
し
て
ほ
し
い
。
法

律
的
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

な
ら
仕
方
な
い
が
、
何
か
手
だ
て

が
あ
れ
ば
考
え
て
も
ら
い
た
い
が
。

消
防
組
織
法
及
び
橿
原
市
非

常
勤
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償

金
の
支
給
に
関
す
る
条
例
で
定
め

ら
れ
て
お
り
、
消
防
団
を
有
す
る

全
て
の
自
治
体
が
同
様
に
条
例
を

定
め
て
い
る
。
３０
年
以
上
は
退
職

金
が
同
額
に
な
る
が
、
支
給
の
基

準
は
、
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補

償
等
責
任
共
済
等
に
関
す
る
法
律

及
び
同
施
行
令
で
定
め
ら
れ
て
お

り
、
本
市
も
同
様
に
こ
れ
に
従
っ

て
支
給
し
て
い
く
。

一般質問

葊
井　

一
隆

（
錬
政
）

橿

原

市

の

防

災

シ

ス

テ

ム

市
の
防
災
シ
ス
テ
ム
は
災
害

発
生
時
の
市
民
へ
の
情
報
伝
達
手

段
の
メ
ー
ル
と
、
職
員
間
や
関
係

機
関
と
の
連
絡
通
信
網
の
２
つ
で

あ
る
が
、
緊
急
性
を
要
す
る
市
民

へ
の
情
報
伝
達
手
段
と
し
て
、
ど

う
考
え
て
い
る
の
か
。

市
民
へ
の
災
害
時
情
報
伝
達

手
段
の
１
つ
に
、
携
帯
電
話
等
の

所
有
者
が
事
前
登
録
す
る
こ
と
で
、

防
災
情
報
を
受
信
で
き
る
安
全
・

安
心
メ
ー
ル
を
活
用
し
て
お
り
、

約
７
，
５
０
０
人
登
録
し
て
い
る
。

市
職
員
や
消
防
団
員
の
参
集
や
情

報
提
供
用
の
参
集
メ
ー
ル
は
、
１
，

２
４
０
人
登
録
し
て
い
る
。
各
携

帯
電
話
事
業
者
が
運
用
す
る
エ
リ

ア
メ
ー
ル
は
、
特
段
の
手
続
な
く
、

かしはら安心パーク


